「雇用調整関連特別労働相談室」の設置について
北海道では、現下の雇用情勢を踏まえ、労働者等からの雇用・労働商談に対応するため、特別労働相談室を設置し、国（北海道労働局）と連携し、実施します。
１　設置日
平成２０年１２月１０日（水）

２　設置場所
経済部労働局雇用労政課、各支庁産業振興部商工労働観光課及び後志支庁小樽商工労働事務所

３　実施内容
(1)労働相談
　　　面談、電話等による相談
　　　ア　面談、電話等
　　　　　　経済部労働局雇用労政課、各支庁及び小樽商工労働事務所で職員等が実施
　　　　(ｱ) 実施時間
　　　　　　９時～１７時３０分
　　　※　１２月２７日（土）～１月４日（日）、土日・祝日を除く。
　　　　(ｲ) 電話番号
　　　　　　　別表のとおり
　　　イ　フリーダイヤル電話
　　　　　　フリーダイヤル（電話）により専任の労働相談員等が実施
　　　　　　なお、年末労働相談を１２月２９日（月）及び１２月３０日（火）に実施
　　　(ｱ) 実施時間
　　　　　　９時～２０時（１２月２９日（月）及び１２月３０日（火）は９時～１５時）
　　　　　　※　１２月３１日（水）～１月４日（日）、土日・祝日を除く。
　　　(ｲ)　電話番号
　　　　０１２０－EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps14 \o\ad(\s\up 15(ハイ),８１)－EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps14 \o\ad(\s\up 15(ロードコール),６１０５)　　　（通話料無料）　※携帯電話からの相談も可

(2)弁護士特別労働相談
弁護士が面談により、又は直接来られない方には電話により実施（下記エにより事前予約が必要）。
　ア　実施期日
　　　毎週水曜日（１２月３１日及び祝日を除く。）
　　イ　相談時間
　　　　１３：３０～１５：３０（１相談４０分程度）
　　ウ　場所
 　　　　経済部労働局雇用労政課
　　エ　予約方法
        (1)イのフリーダイヤルに実施期日の前日１５：００まで連絡

(3)その他
・国（北海道労働局）の総合労働相談コーナーでも相談を実施
　　　　　　電話番号　011－709－2311（内線3576・3577） 011－223－8712
　　　　　　受付時間　９：００～１６：３０
　　　　　　（１２月２７日（土）～１月４日（日））、土日・祝日を除く。）
　　　　　　※　最寄りの労働基準監督署の総合労働相談コーナーでも相談を実施

別　表
	名　　称
	所　在　地
	電　話　番　号

	経済部労働局雇用労政課
	札幌市中央区北３条西６丁目
	011-204-5354

	石狩支庁商工労働観光課
	札幌市中央区北３条西７丁目
	011-231-2851


	


	


	


